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４ 福祉・保健・医療・生活衛生・国民健康保険等 

（保健福祉部） 

審議会等の名称 栃木県社会福祉審議会 附属機関 

事務局担当課 保健福祉部保健福祉課 ℡ 028-623-3047 

設 置 根 拠 等 社会福祉法 

社会福祉法施行令 

栃木県社会福祉審議会条例 

栃木県社会福祉審議会規程 

設 置 年 月 日 昭和 38（1963）年 12 月 10 日 委 員 数 定数 14 名以内 

選任 14 名 

公開・非公開 社会福祉審議会：公開 

民生委員審査専門分科会・身体障害者福祉専門分科会・身体障害者福祉

専門分科会審査部会：非公開 

審 議 事 項 等 １ 社会福祉に関する調査審議 

２ 知事の諮問に答える 

３ 関係行政庁に意見を具申する 

<民生委員審査専門分科会>  保健福祉課 TEL 623-3047 

１ 民生委員の適否の審査に関する事項の調査審議 

<身体障害者福祉専門分科会>  障害福祉課 TEL 623-3053 

１ 身体障害者の福祉に関する事項を調査審議 

<身体障害者福祉専門分科会審査部会> 障害福祉課 TEL 623-3053 

１ 身体障害者福祉法第 15 条に関する医師の指定、取り消し 

２ 身体障害者の障害程度認定 

 

審議会等の名称 栃木県立病院地方独立行政法人評価委員会 附属機関 

事務局担当課 保健福祉部保健福祉課 ℡ 028-623-3044 

設 置 根 拠 等 地方独立行政法人法第 11条第１項 

栃木県立病院地方独立行政法人評価委員会条例 

設 置 年 月 日 平成 27（2015）年３月 13 日 

令和３（2021）年４月１日改組 

委 員 数 定数  ８名以内 

選任  ８名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 １ 設立団体の長による中期目標の作成・変更の際の意見 

２ 中期計画の作成・変更に対して設立団体の長が認可する際の意見 

３ 地方独立行政法人の業務実績を設立団体の長が評価する際の意見 

等 
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審議会等の名称 栃木県保健福祉協議会 附属機関以外 

事務局担当課 保健福祉部保健福祉課 ℡ 028-623-3103 

設 置 根 拠 等 栃木県保健福祉協議会設置要綱 

設 置 年 月 日 平成９（1997）年７月１日 

必要の都度設置 

委 員 数 定数 30 名以内 

選任  0 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 保健福祉サービスの総合調整及び保健福祉の連携推進に関すること 

 

審議会等の名称 栃木県地域福祉支援計画推進委員会 附属機関以外 

事務局担当課 保健福祉部保健福祉課 ℡ 028-623-3047 

設 置 根 拠 等 栃木県地域福祉支援計画推進委員会設置要領 

設 置 年 月 日 平成 22（2010）年５月７日 委 員 数 定数 18 名以内 

選任 16 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 栃木県地域福祉支援計画の策定及び推進に関すること 

 

審議会等の名称 栃木県ケアラー支援推進協議会 附属機関以外 

事務局担当課 保健福祉部保健福祉課 ℡ 028-623-3047 

設 置 根 拠 等 栃木県ケアラー支援推進協議会設置要綱 

設 置 年 月 日 令和５（2023）年３月 20日 委員数 定数 20 名以内 

選任中 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 １ ケアラー支援施策の推進に関する事項 

２ 栃木県ケアラー支援条例第 10 条に規定するケアラー支援の推進に

関する基本的な計画の策定及び進捗管理に関する事項 

３ その他必要な事項 

 

審議会等の名称 栃木県准看護師試験委員 附属機関 

事務局担当課 保健福祉部医療政策課 ℡ 028-623-3152 

設 置 根 拠 等 保健師助産師看護師法第 15 条、第 25 条 

栃木県准看護師試験委員条例 

設 置 年 月 日 昭和 29（1954）年３月 27 日 委 員 数 定数 15 名以内 

選任 ７名 

公開・非公開 非公開 

審 議 事 項 等 １ 准看護師試験に関すること 

２ 准看護師の行政処分に関すること 
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審議会等の名称 栃木県救急・災害医療運営協議会 附属機関 

事務局担当課 保健福祉部医療政策課 ℡ 028-623-3146 

設 置 根 拠 等 栃木県附属機関に関する条例 

栃木県救急・災害医療運営協議会規則 

設 置 年 月 日 昭和 40（1965）年 11 月５日 委 員 数 定数 19 名以内 

選任 18 名 

公開・非公開 全体会：公開 

部会：救急告示医療機関認定審査部会は非公開、病院前救護体制検討部

会及び災害医療体制検討部会は公開 

審 議 事 項 等 知事の諮問に応じ、救急医療業務の円滑適正な運営を図るために必要な

事項を調査審議すること 

<救急告示医療機関認定審査部会> 

救急告示医療機関の認定に係る審査 

<病院前救護体制検討部会> 

病院前救護体制の整備に関する検討 

<災害医療体制検討部会> 

災害医療体制の整備に関する検討 
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審議会等の名称 栃木県医療審議会 附属機関 

事務局担当課 保健福祉部医療政策課 ℡ 028-623-3084 

設 置 根 拠 等 医療法第 72 条 

設 置 年 月 日 昭和 61（1986）年 12 月１日 委 員 数 定数 30 名以内 

選任 20 名 

公開・非公開 全体会：公開 

部会：非公開 

審 議 事 項 等 １ 医療計画の策定又は変更に係る事項 

２ 医療の提供体制の確保に関する重要な事項 

<医療法人部会> 

１ 医療法人の設立、解散及び合併、分割の認可並びに設立認可の取消し

に係る事項 

２ 社会医療法人の認定、認定の取り消しに係る事項 

３ 医療連携推進認定に係る事項 

４ 医療法人に対する業務の停止命令又は役員の解任勧告に係る事項 

<病床整備部会> 

１ 病院の開設、病床数の増加又は病床の種別の変更及び診療所の病床の

設置又は病床数の増加に係る事項 

２ 地域医療支援病院の承認に係る事項 

３ 災害拠点病院の指定に係る事項 

<保健医療計画部会> 

１ 保健医療計画の策定に係る事項 

２ 保健医療計画の変更に係る事項 

 

審議会等の名称 栃木県周産期医療協議会 附属機関以外 

事務局担当課 保健福祉部医療政策課 ℡ 028-623-3157 

設 置 根 拠 等 栃木県周産期医療協議会設置要綱 

設 置 年 月 日 平成８（1996）年７月１日 

 

委 員 数 定数 20 名 

選任 14 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 本県の周産期医療の体制整備等、周産期医療に係る諸問題について協議す

る 
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審議会等の名称 栃木県地域医療対策協議会 附属機関以外 

事務局担当課 保健福祉部医療政策課 ℡ 028-623-3145 

設 置 根 拠 等 栃木県地域医療対策協議会設置要綱 

設 置 年 月 日 平成 16（2004）年 6 月 1日 委 員 数 定数 20 名 

選任 20 名 

公開・非公開 非公開 

審 議 事 項 等 １ キャリア形成プログラム及びキャリア形成卒前支援プランに関する

事項 

２ 医師の派遣に関する事項 

３ キャリア形成プログラムに基づき医師の確保を特に図るべき区域に

派遣された医師の能力の開発及び向上に関する継続的な援助に関する

事項 

４ 医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の負担の軽減のた

めの措置に関する事項 

５ 地域枠及び地元出身者枠の設置に関する事項 

６ 医師法（昭和 23 年法律第 201 号）の規定によりその権限に属させら

れた事項 

７ その他地域において必要とされる医療の確保に関する事項 

 

審議会等の名称 栃木県在宅医療推進協議会 附属機関以外 

事務局担当課 保健福祉部医療政策課 ℡ 028-623-3046 

設 置 根 拠 等 栃木県在宅医療推進協議会設置要綱 

設 置 年 月 日 平成 23（2011）年６月 13 日 委 員 数 定数 20 名以内 

選任 20 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 １ 在宅医療に係る関係機関相互の連携体制構築に関すること 

２ 在宅医療提供体制の充実を図るための施策の検討に関すること 

３ その他必要な事項 
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審議会等の名称 栃木県医療介護総合確保推進協議会 附属機関以外 

事務局担当課 保健福祉部医療政策課 ℡ 028-623-3145 

設 置 根 拠 等 栃木県医療介護総合確保推進協議会設置要綱 

設 置 年 月 日 平成 28（2016）年７月４日 委 員 数 定数 20 名以内 

選任 20 名 

公開・非公開 全体会：公開 部会：公開 

審 議 事 項 等 １ 地域における医療及び介護の総合的な確保の推進（地域包括ケアシス

テムの構築を含む。）に関する事項 

２ 地域医療介護総合確保基金に係る計画の策定及び進捗管理に関する

事項 

３ その他必要な事項 

 

 

 

審議会等の名称 栃木県死因究明等推進協議会 附属機関以外 

事務局担当課 保健福祉部医療政策課 ℡ 028-623-3084 

設 置 根 拠 等 栃木県死因究明等推進協議会設置要綱 

設 置 年 月 日 平成 29（2017）年７月 11 日 委 員 数 定数 10 名以内 

選任  9 名 

公開・非公開 非公開 

審 議 事 項 等 １ 死因究明等の推進に向けた体制の強化等の施策に関する事項 

２ その他死因究明等の推進に必要な事項 

審議会等の名称 栃木県小児医療協議会 附属機関以外 

事務局担当課 保健福祉部医療政策課 ℡ 028-623-3157 

設 置 根 拠 等 栃木県小児医療協議会設置要綱 

設 置 年 月 日 令和２（2020）年 11 月 10 日 

 

委 員 数 定数 18 名 

選任 18 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 本県の小児医療の体制整備等、小児医療に係る諸課題について協議する 
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審議会等の名称 栃木県介護保険審査会 附属機関 

事務局担当課 保健福祉部高齢対策課 ℡ 028-623-3037 

設 置 根 拠 等 介護保険法第 184 条 

設 置 年 月 日 平成 11（1999）年 10 月１日 委 員 数 定数 27 名以内 

選任 選任中 

公開・非公開 全体会議：公開(ただし、個別事案に関する議案は非公開) 

合議体会議：非公開 

審 議 事 項 等 介護保険法第 183 条第 1項に基づいて、市町村が行う保険給付に関する処

分又は保険料その他徴収金等に関する処分に対する審査請求についての

審理・裁決 

 

審議会等の名称 栃木県認知症対策推進会議 附属機関以外 

事務局担当課 保健福祉部高齢対策課 ℡ 028-623-3148 

設 置 根 拠 等 栃木県認知症対策推進会議設置要綱 

設 置 年 月 日 平成 19（2007）年７月２日 委 員 数 定数 20 名以内 

選任 選任中 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 １ 県が実施する認知症対策に関する具体的な方策に関すること 

２ 県が実施する認知症対策事業の円滑な実施及びその成果の普及等に

関すること 

３ その他必要と認められる事項に関すること 

 

審議会等の名称 栃木県高齢者支援計画推進委員会 附属機関以外 

事務局担当課 保健福祉部高齢対策課 ℡ 028-623-3148 

設 置 根 拠 等 栃木県高齢者支援計画推進委員会設置要綱 

設 置 年 月 日 平成 31（2019）年１月 22 日 委 員 数 定数 20 名以内 

選任 選任中 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 １ 栃木県高齢者支援計画（老人福祉法（昭和 38年法律第 133 号）の規

定に基づく老人福祉計画及び介護保険法（平成９年法律第 123 号）の

規定に基づく介護保険事業支援計画をいう。以下同じ。）の策定に関す

る事項 

２ 栃木県高齢者支援計画に基づく取組の進捗状況の把握及び評価並び

に同計画の見直しに関する事項 

３ その他必要な事項 
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審議会等の名称 栃木県指定難病審査会 附属機関 

事務局担当課 保健福祉部健康増進課 ℡ 028-623-3086 

設 置 根 拠 等 難病の患者に対する医療等に関する法律第８条第１項 

栃木県指定難病審査会条例 

設 置 年 月 日 平成 27（2015）年１月１日 委 員 数 定数 14 名以内 

選任  9 名 

公開・非公開 非公開 

審 議 事 項 等 １ 支給認定を受けようとする指定難病の患者又はその保護者が、栃木県

知事の定める医師の診断書を添えて、栃木県に申請した場合において、

当該申請に係る医療費支給認定をしないこととすることに関し審査を

行うこと 

２ 知事の求めに応じ、法第７条第１項に規定する支給認定及び法第 10

条第２項の支給認定の変更の認定に関する審査を行うこと 

３ 知事の諮問に応じ、難病(法第１条に規定する難病をいう)の患者に関

する重要事項を調査審議すること 

 

審議会等の名称 栃木県小児慢性特定疾病審査会 附属機関 

事務局担当課 保健福祉部健康増進課 ℡ 028-623-3086 

設 置 根 拠 等 児童福祉法第 19 条の４第１項 

栃木県小児慢性特定疾病審査会条例 

設 置 年 月 日 平成 27（2015）年１月１日 委 員 数 定数 15 名以内 

選任  7 名 

公開・非公開 非公開 

審 議 事 項 等 １ 小児慢性特定疾病児童等の保護者又は成年患者が、小児慢性特定疾

病医療費の支給を受けようと、栃木県知事の定める医師の診断書を添

えて、栃木県に申請した場合において、当該申請に係る医療費支給認

定をしないこととすることに関し審査を行うこと 

２ 知事の求めに応じ、法第 19条の３第３項に規定する医療費支給認定

及び法第 19 条の５第２項の医療費支給認定の変更の認定に関する審

査を行うこと 

３ 知事の諮問に応じ、小児慢性特定疾病(法第６条の２第１項に規定す

る小児慢性特定疾病をいう)にかかっている児童等(同項に規定する児

童等をいう)に関する重要事項を調査審議すること 
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審議会等の名称 とちぎ健康 21プラン推進協議会 附属機関以外 

事務局担当課 保健福祉部健康増進課 ℡ 028-623-3094 

設 置 根 拠 等 とちぎ健康 21プラン推進協議会設置要綱 

設 置 年 月 日 平成 15（2003）年２月 20 日 委 員 数 定数 30 名以内 

選任 26 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 １ 県民の健康意識、健康水準等の現状及び課題に関すること 

２ 計画の推進に関わる役割分担及び連携に関すること 

３ 計画の推進の評価に関すること 

４ 計画の中間見直しに関すること 

５ 地域保健・職域保健の広域的な連携推進及び調整に関すること 

６ その他の必要な事項に関すること 

 

審議会等の名称 とちぎ難病相談支援センター運営協議会 附属機関以外 

事務局担当課 保健福祉部健康増進課 ℡ 028-623-3086 

設 置 根 拠 等 とちぎ難病相談支援センター運営協議会要領 

設 置 年 月 日 平成 16（2004）年４月１日 委 員 数 定数 15 名以内 

選任 10 名 

公開・非公開 非公開 

審 議 事 項 等 １ とちぎ難病相談支援センターの運営に関すること 

２ とちぎ難病相談支援センターの事業の企画、実施等に関すること 

 

審議会等の名称 栃木県がん対策推進協議会 附属機関 

事務局担当課 保健福祉部健康増進課 ℡ 028-623-3096 

設 置 根 拠 等 栃木県がん対策推進条例 

栃木県がん対策推進協議会規則 

設 置 年 月 日 平成 30（2018）年４月１日 委 員 数 定数 20 名以内 

選任 20 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 ・がん対策推進に関する事項 

・がん登録に関する事項 
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審議会等の名称 栃木県歯科保健推進協議会 附属機関以外 

事務局担当課 保健福祉部健康増進課 ℡ 028-623-3095 

設 置 根 拠 等 栃木県歯科保健推進協議会設置要綱 

設 置 年 月 日 平成 17（2005）年７月 25 日 委 員 数 定数 15 名以内 

選任 15 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 １ 歯科保健対策の推進に関すること 

２ 歯科保健計画に関すること 

３ 歯科保健推進のための関係団体の情報収集 

４ その他必要と認める事項 

 

審議会等の名称 栃木県糖尿病予防推進協議会 附属機関以外 

事務局担当課 保健福祉部健康増進課 ℡ 028-623-3095 

設 置 根 拠 等 栃木県糖尿病予防推進協議会設置要綱 

設 置 年 月 日 平成 20（2008）年４月 30 日 委 員 数 定数 20 名以内 

選任 18 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 １ 糖尿病予防の推進に関すること 

２ 糖尿病の医療の連携推進に関すること 

３ その他必要な事項に関すること 

 

審議会等の名称 栃木県脳卒中・心血管疾患対策協議会 附属機関以外 

事務局担当課 保健福祉部健康増進課 ℡ 028-623-3095 

設 置 根 拠 等 栃木県脳卒中・心血管疾患対策協議会設置要綱 

設 置 年 月 日 平成 20（2008）年６月２日 委 員 数 定数 20 名以内 

選任 20 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 １ 脳卒中及び心血管疾患の予防対策に関すること 

２ 脳卒中及び心血管疾患の医療連携の推進に関すること 

３ その他必要な事項に関すること 
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審議会等の名称 放射線による健康影響に関する有識者会議 附属機関以外 

事務局担当課 保健福祉部健康増進課 ℡ 028-623-3096 

設 置 根 拠 等 放射線による健康影響に関する有識者会議設置要綱 

設 置 年 月 日 平成 23（2011）年 10 月 26 日 委 員 数 定数 規定なし 

選任  7 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 １ 県内における放射線による健康影響に関すること 

２ その他県民の健康不安を払拭するために必要な事項に関すること 

 
審議会等の名称 栃木県慢性疾病児童等地域支援協議会 附属機関以外 

事務局担当課 保健福祉部健康増進課 ℡ 028-623-3086 

設 置 根 拠 等 栃木県慢性疾病児童等地域支援協議会設置要綱 

設 置 年 月 日 平成 27（2015）年 11 月１日 委 員 数 定数 20 名以内 

選任 13 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 １ 小慢児童等及びその家族の現状と課題の把握に関すること 

２ 小慢児童等を支援するための地域における支援策及び支援機関に関

する情報の収集に関すること 

３ 小慢児童等のニーズに応じた支援内容の検討に関すること 

４ その他必要な事項に関すること 

 
審議会等の名称 栃木県難病医療連絡協議会 附属機関以外 

事務局担当課 保健福祉部健康増進課 ℡ 028-623-3086 

設 置 根 拠 等 栃木県難病医療連絡協議会設置要綱 

設 置 年 月 日 平成 30（2018）年 12 月１日 委 員 数 定数 20 名以内 

選任 20 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 １ 診療連携に関すること 

２ 在宅療養に対する支援に関すること 

３ 相談体制の確保に関すること 

４ 医療従事者を対象にした研修等に関すること 

５ その他難病対策の推進に関すること 
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審議会等の名称 栃木県県西・県東・県南・県北・安足保健所感染症診査

協議会 

附属機関 

事務局担当課 保健福祉部感染症対策課 ℡ 028-623-3089 

設 置 根 拠 等 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 24 条                                        

栃木県感染症診査協議会条例 

設 置 年 月 日 県西：平成 12（2000）年５月 29 日 

県東：平成 12（2000）年５月 29 日 

県南：平成 11（1999）年 10 月 27 日 

県北：平成 11（1999）年４月１日 

安足：平成 11（1999）年４月１日 

委 員 数 定数 6 名×5カ所 

選任 6 名×5カ所 

公開・非公開 非公開 

審 議 事 項 等 １ 感染症法第 18条第１項の規定による通知の審議 

２ 感染症法第 20条第１項の規定による勧告及び第４項の規定による入

院の延長に関する審議 

３ 感染症法第 37条の２第１項の規定による結核通院患者の医療費公費

負担の審議 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

審議会等の名称 栃木県アレルギー疾患医療連絡協議会 附属機関以外 

事務局担当課 保健福祉部健康増進課 ℡ 028-623-3086 

設 置 根 拠 等 栃木県アレルギー疾患医療連絡協議会設置要綱 

設 置 年 月 日 平成 30（2018）年 12 月１日 委 員 数 定数 12 名以内 

選任 11 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 １ アレルギー疾患に係る診療連携に関すること 

２ アレルギー疾患に関する情報提供に関すること 

３ 医療従事者等に対する研修に関すること 



 

- 35 - 
 

 

 

審議会等の名称 栃木県新型インフルエンザ等医療対策推進員会 附属機関以外 

事務局担当課 保健福祉部感染症対策課 ℡ 028-623-2833 

設 置 根 拠 等 栃木県新型インフルエンザ等医療対策推進員会設置要綱 

設 置 年 月 日 平成 24（2013）年５月 25 日 委 員 数 定数 25 名以内 

選任 25 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 １ 医療対策に関する事項 

２ 薬剤対策に関する事項 

３ その他医療対策等の推進に関し必要な事項 

 

審議会等の名称 栃木県新型インフルエンザ等対策有識者会議 附属機関以外 

事務局担当課 保健福祉部感染症対策課 ℡ 028-623-2833 

設 置 根 拠 等 栃木県新型インフルエンザ等対策有識者会議設置要綱 

設 置 年 月 日 平成 25（2013）年４月 13 日 委 員 数 定数 10 名以内 

選任  9 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 １ 新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下「法」という）第７条第

３項で準用する第６条第５項の規定に基づく意見 

２ 法第７条第９項で準用する第７条第３項に基づく意見 

３ １及び２のほか、新型インフルエンザ等対策の円滑な推進を図るため

に必要な意見 

４ 新型インフルエンザ等の発生時に、その対策に関する必要な意見 

 

審議会等の名称 栃木県肝炎対策協議会 附属機関以外 

事務局担当課 保健福祉部感染症対策課 ℡ 028-623-2834 

設 置 根 拠 等 栃木県肝炎対策協議会設置要綱 

設 置 年 月 日 平成 20（2008）年３月７日 委 員 数 定数 12 名以内  

選任 11 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 １ 肝疾患診療連携拠点病院の選定 

２ 要診療者に対する保健指導 

３ 肝疾患診療体制 

４ 肝疾患診療に関わる医療機関の役割 

５ 肝疾患診療に関わる人材の育成 

６ その他肝炎対策に関する事項 
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審議会等の名称 栃木県地方精神保健福祉審議会 附属機関 

事務局担当課 保健福祉部障害福祉課 ℡ 028-623-3093 

設 置 根 拠 等 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 9 条 

設 置 年 月 日 昭和 40（1965）年 10 月５日 委 員 数 定数 20 名以内 

選任 18 名 

公開・非公開 全体会議：公開 

審 議 事 項 等 １ 精神保健及び精神障害者福祉に関する事項の調査審議 

２ 知事の諮問に対する答申 

３ 精神保健及び精神障害者福祉に関する事項についての知事への意見

具申 

 

審議会等の名称 栃木県精神医療審査会 附属機関 

事務局担当課 保健福祉部障害福祉課 ℡ 028-623-3093 

設 置 根 拠 等 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 12条 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第 2 条 

設 置 年 月 日 昭和 63（1988）年７月１日 委 員 数 定数 15 名 

選任 15 名 

公開・非公開 全体会議：公開(ただし、個別事案に関する議案：非公開) 

合議体会議：非公開 

審 議 事 項 等 １ 医療保護入院の届出、措置入院者及び医療保護入院者の定期病状報

告についての審査 

２ 退院請求または処遇改善請求についての審査 

 

審議会等の名称 栃木県障害者施策推進審議会 附属機関 

事務局担当課 保健福祉部障害福祉課 ℡ 028-623-3490 

設 置 根 拠 等 障害者基本法 

栃木県障害者施策推進審議会条例 

設 置 年 月 日 平成６（1994）年６月１日 委 員 数 定数 15 名以内 

選任 15 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 １ 障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進についての必要な事

項の調査審議に関すること 

２ 障害者に関する施策の推進について、必要な関係行政機関相互の連絡

調整を要する事項の調査審議に関すること 
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審議会等の名称 栃木県障害者介護給付費等不服審査会 附属機関 

事務局担当課 保健福祉部障害福祉課 ℡ 028-623-3059 

設 置 根 拠 等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

栃木県障害者介護給付費等不服審査会条例 

設 置 年 月 日 平成 18（2006）年４月１日 委 員 数 定数 15 名以内 

選任  5 名 

公開・非公開 非公開 

審 議 事 項 等 知事の諮問に応じ、市町村が行った介護給付費等に係る処分に対する審

査請求について審理を行う 

 

審議会等の名称 栃木県障害者差別解消推進委員会 附属機関 

事務局担当課 保健福祉部障害福祉課 ℡ 028-623-3490 

設 置 根 拠 等 栃木県障害者差別解消推進条例 

設 置 年 月 日 平成 28（2016）年４月１日 委 員 数 定数 30 名以内 

選任 29 名 

公開・非公開 公開（ただし、個別事案に関する議案：非公開） 

審 議 事 項 等 １ 障害者差別対応指針に意見を述べること 

２ 相談では解決されない事業者による不当な差別的取扱いについて、

あっせんを行うこと 

３ 事業者があっせんに従わないとき、知事に勧告するよう求めること 

４ 知事の諮問に応じ、障害者差別の解消の推進に関する事項を調査審

議すること 

 

審議会等の名称 栃木県自立支援協議会 附属機関以外 

事務局担当課 保健福祉部障害福祉課 ℡ 028-623-3490 

設 置 根 拠 等 栃木県自立支援協議会設置要綱 

設 置 年 月 日 平成 19（2007）年５月 22 日 委 員 数 定数 15 名以内 

選任 15 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 １ 相談支援体制の総合的な評価及び推進に関すること 

２ 専門的な相談分野に対応するための相談支援体制の構築に関するこ

と 

３ 地域生活支援体制の総合的な評価及び推進に関すること 

４ 市町村相談支援機能強化事業及び県相談支援体制整備事業等による

市町村の相談支援体制支援に関すること 

５ 栃木県全域における社会資源の開発・改善に関すること 
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審議会等の名称 栃木県子ども・子育て審議会 附属機関 

事務局担当課 保健福祉部こども政策課 ℡ 028－623-3068 

設 置 根 拠 等 子ども・子育て支援法第 72 条第４項 

児童福祉法第８条第１項 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

第 25条 

設 置 年 月 日 平成 25（2013）年 10 月 21 日 委 員 数 定数 20 名以内 

選任 20 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 １ 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する

こと 

２ 里親に係る認定等の児童福祉の増進に関すること 

３ 幼保連携型認定こども園及び保育所の認可に係る意見聴取に関する

こと 

 

審議会等の名称 栃木県発達障害者支援地域協議会 附属機関以外 

事務局担当課 保健福祉部障害福祉課 ℡ 028-623-3492 

設 置 根 拠 等 栃木県発達障害者支援地域協議会設置要綱 

設 置 年 月 日 平成 29（2017）年１月 25 日 委 員 数 定数 20 名以内 

選任 18 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 １ 発達障害者に対する乳幼児期から成人期までの一貫した支援体制の

整備に関すること 

２ 発達障害者の支援にかかる医療、保健、福祉、教育、労働等の関係

機関との連携に関すること 

３ その他発達障害者の支援の充実に必要な事項に関すること 
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審議会等の名称 栃木県母子保健運営協議会 附属機関以外 

事務局担当課 保健福祉部こども政策課 ℡ 028-623-3064 

設 置 根 拠 等 栃木県母子保健運営協議会設置要綱 

設 置 年 月 日 平成 10（1998）年２月４日 委 員 数 定数 25 名以内 

選任 20 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 １ 母子保健事業の総合的・効果的な実施に関する事項 

２ 母子保健対策の今後の在り方に関する事項 

３ その他、母子保健施策の推進に関し必要な事項 

 

審議会等の名称 栃木県公衆浴場審議会 附属機関 

事務局担当課 保健福祉部生活衛生課 ℡ 028-623-3110 

設 置 根 拠 等 栃木県附属機関に関する条例 

栃木県公衆浴場審議会規則 

設 置 年 月 日 昭和 33（1958）年 10 月 10 日 

必要の都度設置 

委 員 数 定数  8 名 

選任  0 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 １ 公衆浴場の構造設備の基準 

２ 設置の場所及び適正配置 

３ 公衆浴場入浴料金についての調査審議 

 

審議会等の名称 栃木県生活衛生適正化審議会 附属機関 

事務局担当課 保健福祉部生活衛生課 ℡ 028-623-3110 

設 置 根 拠 等 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第 58 条 

栃木県生活衛生適正化審議会条例 

設 置 年 月 日 昭和 34（1959）年 10 月３日 

必要の都度設置 

委 員 数 定数 20 名以内 

選任  0 名 

公開・非公開 非公開 

審 議 事 項 等 １ 適正化規程の認可とその変更 

２ 適正化規程の変更命令及び認可の取り消し 
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審議会等の名称 とちぎ食の安全・安心推進会議 附属機関 

事務局担当課 保健福祉部生活衛生課 ℡ 028-623-3114 

設 置 根 拠 等 とちぎ食の安全・安心・信頼性の確保に関する条例第 20 条 

とちぎ食の安全・安心推進会議規則 

設 置 年 月 日 平成 19（2007）年２月 16 日 委 員 数 定数 20 名以内 

選任 16 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 １ 食の安全・安心・信頼性の確保に関する基本計画への提言 

２ 食品の安全性の確保に関する重要事項の調査・提言 

 

審議会等の名称 栃木県動物愛護管理推進計画懇談会 附属機関以外 

事務局担当課 保健福祉部生活衛生課 ℡ 028-623-3110 

設 置 根 拠 等 栃木県動物愛護管理推進計画懇談会設置要綱 

設 置 年 月 日 平成 19（2007）年４月１日 

必要の都度設置 

委 員 数 定数 11 名以内 

選任  0 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 動物愛護管理推進計画の策定及び見直しに関する意見の具申 

 

審議会等の名称 栃木県地方薬事審議会 附属機関 

事務局担当課 保健福祉部薬務課 ℡ 028-623-3120 

設 置 根 拠 等 栃木県地方薬事審議会条例 

設 置 年 月 日 昭和 38（1963）年４月１日 委 員 数 定数 16 名以内 

選任 14 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 １ 薬事に関する重要事項を調査審議する 

２ その他 

 

審議会等の名称 栃木県麻薬中毒審査会 附属機関 

事務局担当課 保健福祉部薬務課 ℡ 028-623-3119 

設 置 根 拠 等 麻薬及び向精神薬取締法第 58条の 13 第２項 

栃木県麻薬中毒審査会条例 

設 置 年 月 日 平成 26（2014）年 ４月１日 

必要の都度設置 

委 員 数 定数  5 名 

選任  0 名 

公開・非公開 非公開 

審 議 事 項 等 麻薬中毒者について入院期間延長の有無を審査する 
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審議会等の名称 栃木県薬物指定審査会 附属機関 

事務局担当課 保健福祉部薬務課 ℡ 028-623-3119 

設 置 根 拠 等 栃木県薬物の濫用の防止に関する条例 

設 置 年 月 日 平成 27（2015）年６月 30 日 

必要の都度設置 

委 員 数 定数 5 名以内 

選任 0 名 

公開・非公開 非公開 

審 議 事 項 等 知事の諮問に応じ、知事指定薬物の指定についての審議を行う 

 

審議会等の名称 栃木県献血推進協議会 附属機関以外 

事務局担当課 保健福祉部薬務課 ℡ 028-623-3119 

設 置 根 拠 等 栃木県献血推進協議会設置要綱 

設 置 年 月 日 昭和 40（1965）年１月 21 日 委 員 数 定数 規定なし 

選任 27 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 １ 献血思想の普及・啓発のための広報活動 

２ 献血組織の育成 

３ 保存血液の需給計画の検討 

４ その他献血の推進に関すること 

 

審議会等の名称 栃木県温泉利用審査会 附属機関以外 

事務局担当課 保健福祉部薬務課 ℡ 028-623-3119 

設 置 根 拠 等 温泉行政事務処理要綱 

栃木県温泉利用審査会設置要綱 

設 置 年 月 日 昭和 62（1987）年１月９日 

必要の都度設置 

委 員 数 定数 5 名以内 

選任 0 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 １ 温泉の浴用及び飲用の審査に関すること 

２ 温泉の禁忌症、適応症及び温泉利用上の注意事項に関すること 

３ その他温泉利用の公衆衛生に関すること 
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審議会等の名称 栃木県薬物依存症対策推進委員会 附属機関以外 

事務局担当課 保健福祉部薬務課 ℡ 028-623-3119 

設 置 根 拠 等 栃木県薬物依存症対策実施要綱 

栃木県薬物依存症対策推進委員会設置要綱 

設 置 年 月 日 平成 21（2009）年８月 18 日 委 員 数 定数 10 名以内 

選任 6 名 

公開・非公開 非公開 

審 議 事 項 等 １ 薬物依存症患者の実態や支援に有用な地域資源の状況等に関する 

調査・分析 

２ 薬物依存症対策を実施する上での問題点の抽出 

３ 栃木県薬物依存症対策推進計画の策定 

４ 栃木県薬物依存症推進計画に基づく薬物依存症対策の事業実施 

５ 薬物依存症対策による効果の検証 

 

審議会等の名称 栃木県国民健康保険審査会 附属機関 

事務局担当課 保健福祉部国保医療課 ℡ 028-623-3136 

設 置 根 拠 等 国民健康保険法第 92 条 

設 置 年 月 日 昭和 28（1953）年 12 月１日 委 員 数 定数 9 名 

選任 9 名 

公開・非公開 公開（ただし、個別事案に関する議案：非公開） 

審 議 事 項 等 保険給付に関する処分（被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分

を含む）又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する

処分の不服審査請求に関すること 

 

審議会等の名称 栃木県後期高齢者医療審査会 附属機関 

事務局担当課 保健福祉部国保医療課 ℡ 028-623-3137 

設 置 根 拠 等 高齢者の医療の確保に関する法律第 129 条 

設 置 年 月 日 平成 20（2008）年４月１日 委 員 数 定数 9 名 

選任 9 名 

公開・非公開 公開（ただし、個別事案に関する議案：非公開） 

審 議 事 項 等 保険給付に関する処分（被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分

を含む）又は保険料その他高齢者の医療の確保に関する法律の規定によ

る徴収金に関する処分の不服審査請求に関すること 
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審議会等の名称 栃木県国民健康保険運営協議会 附属機関 

事務局担当課 保健福祉部国保医療課 ℡ 028-623-3134 

設 置 根 拠 等 国民健康保険法第 11 条 

栃木県国民健康保険運営協議会、国民健康保険保険給付費等交付金及び

国民健康保険事業費納付金に関する条例 

設 置 年 月 日 平成 30（2018）年４月１日 委 員 数 定数 11 名 

選任 11 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 １ 栃木県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項 

２ 国民健康保険事業費納付金の徴収 

審議会等の名称 栃木県医療費適正化計画協議会 附属機関以外 

事務局担当課 保健福祉部国保医療課 ℡ 028-623-3137 

設 置 根 拠 等 栃木県医療費適正化計画協議会設置要綱 

設 置 年 月 日 平成 28（2016）年９月１日 委 員 数 定数 20 名以内 

選任 17 名 

公開・非公開 公開 

審 議 事 項 等 １ 栃木県医療費適正化計画の策定及び推進に関する事項 

２ その他必要な事項 


